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著作物の複製とは、既存の著作物に依拠し、その内容
及び形式を覚知させるに足りるものを再製することをいう
と解すべきであるから、既存の著作物と同一性のある作
品が作成されても、それが既存の著作物に依拠して再
製されたものでないときは、その複製をしたことにはあた
らず、著作権侵害の問題を生ずる余地はないところ、既
存の著作物に接する機会がなく、従って、その存在、内
容を知らなかったものは、これを知らなかったことにつき
過失があると否とにかかわらず、既存の著作物に依拠し
た作品を再製するに由ないものであるから、既存の著作
物と同一性のある作品を作成しても、これにより著作権
侵害の責に任じなければならないものではない 

楽曲の偶然の一致は著作権侵害にならない 
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